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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標準平板物体（２）をパッキングするための梱包機（１）においてサンプル束を構成す
るサンプル平板物体のサンプル収集方法であって、前記梱包機（１）は、各々が所与の数
の標準平板物体（２）で構成された一連の標準束（４、５）を形成するための集計及び分
離手段（１０）と、各々が前記束（４、５）の特定の集合体により構成された一連の標準
パックを形成するための組み立て手段（２０）とを備え、前記収集方法は、
　－　前記集計及び分離手段（１０）を用いて、所与の数のサンプル平板物体（２）で構
成された前記サンプル束（４、５）を形成する段階と、
　－　前記サンプル束（４、５）を前記組み立て手段（２０）によって収集する段階と、
　－　前記サンプル束（４、５）を前記組み立て手段（２０）によって専用の回収サンプ
ル領域（４０）に移動させる段階と、
を含むことを特徴とする収集方法。
【請求項２】
　前記梱包機（１）は、前記平板物体（２）の製造機（１００）の直ぐ下流で機能するよ
うに意図され、前記収集方法は、
　－　前記サンプル束（４、５）を形成する段階の前に、前記製造機（１００）の動作速
度を落とす段階と、
　－　前記サンプル束（４、５）を収集する段階の後に、前記製造機（１００）の速度を
最初の動作速度に戻るように高める段階と、



(2) JP 5986644 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の収集方法。
【請求項３】
　－　前記梱包機（１）の上流の任意の不適合な平板物体（２）を検出する段階と、
　－　各不適合な平板物体（２）にマーキングする段階と、
　－　前記梱包機（１）の入口において各不適合な平板物体（２）を識別する段階と、
　－　各マーキングされた平板物体（２）をサンプル束（４、５）の形で収集する段階と
、
をさらに含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の収集方法。
【請求項４】
　前記検出する段階の結果、複数の連続する不適合な平板物体（２）が検出された場合、
前記収集する段階は、前記不適合な平板物体（２）を１回の動作で全て同じサンプル束（
４、５）の形で収集する段階を含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の収集方法。
【請求項５】
　標準平板物体（２）をパッキングするための梱包機（１）であって、各々が所与の数の
標準平板物体（２）で構成された一連の標準束（４、５）を形成するための集計及び分離
手段（１０）と、各々が標準的束（４、５）の特定の集合により構成された一連の標準パ
ックを形成するための組み立て手段（２０）と、前記標準パックをストラップ処理するた
めのストラップ処理手段（３０）と、を備え、前記組み立て手段（２０）は、前記標準パ
ックを収集して前記標準パックを前記ストラップ処理手段（３０）に移動させるように構
成されており、前記集計及び分離手段（１０）は、サンプル平板物体で構成された、収集
すべきサンプル束（４、５）を形成することができ、前記組み立て手段（２０）は、前記
サンプル束（４、５）を収集して専用のサンプル回収領域（４０）に移動させることがで
きる、
ことを特徴とする梱包機（１）。
【請求項６】
　前記回収領域（４０）は、前記梱包機（１）のレベルに配置される、
ことを特徴とする請求項５に記載の梱包機（１）。
【請求項７】
　前記回収領域（４０）は、前記集計及び分離手段（１０）の上方に配置される、
ことを特徴とする請求項６に記載の梱包機（１）。
【請求項８】
　前記回収領域（４０）は、水平に対して傾斜した受け取り面（４１）を含む、
ことを特徴とする請求項６又は７に記載の梱包機（１）。
【請求項９】
　前記回収領域（４０）の前記傾斜は、前記梱包機（１）のオペレータの方に向かう、
ことを特徴とする請求項８に記載の梱包機（１）。
【請求項１０】
　前記回収領域（４０）は、重力により任意のサンプル束（４、５）が前記傾斜した受け
取り面（４１）に沿って滑り落ちるのを防ぐことができる当接部（４２）を含む、
ことを特徴とする請求項８又は９に記載の梱包機（１）。
【請求項１１】
　前記受け取り面（４１）は、前記サンプル束（４、５）が重力によって前記当接部（４
２）に向かって滑るのに好都合な表面を呈する、
ことを特徴とする請求項１０に記載の梱包機（１）。
【請求項１２】
　前記組み立て手段（２０）は、取り扱うべき平板物体（２）の各束（４、５）を把持す
るためにフォークグリッパ（２３）を利用し、前記回収領域（４０）は、ラック（４３）
を形成する複数の実質的に平行なピン（４４）を含み、該ピン（４４）は、一方では、前
記グリッパ（２３）が前記ピン（４４）に対する実質的に平行な動きに従って前記ラック
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（４３）の真上に降下した時に前記グリッパ（２３）のフォーク（２４）を通過させるこ
とができ、他方では、前記グリッパ（２３）が前記ピン（４４）に対する実質的に垂直な
動きに従って前記回収領域（４０）から後退している最中にサンプル束（４、５）を保持
することができる、
ことを特徴とする請求項５から１１のいずれかに記載の梱包機（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平板物体の梱包機においてサンプルを収集できるようにする方法に関する。
【０００２】
　本発明は、このサンプル収集方法を実施できる平板物体の梱包機にも関する。
【０００３】
　本発明は、限定的な意味ではないが、段ボール紙又は高坪量の板紙で作製された折り畳
み箱の製造分野において特に有利に応用される。
【背景技術】
【０００４】
　梱包業界では、従来、折り畳み箱の製造は、フォルダーグルアを用いて用紙を折り曲げ
て接着することによりラインで行われる。折り畳み箱は、最終的に屋根板（ｓｈｉｎｇｌ
ｅ）の形で納品されるので、一般にフォルダーグルアの出口において直接パックの形に梱
包される。これらのパックは、安定性を高めることによって取り扱い及び／又は保管を容
易にするために、個別にストラップ処理されることも多い。
【０００５】
　このようなパッキング作業を行うために、特定の種類の梱包機、すなわちパッキング機
を使用することが知られている。
　実際のところ、パッキング機は、折り畳み箱をパック詰めするだけでなく、各パックを
構成する折り畳み箱を縛ってまとめることもできる。
【０００６】
　先行技術によって知られているパッキング機は、その動作を大まかに３つの段階に区別
することが可能である。まず、機械は最初に箱を１つずつ数えて、正確に定めた数に達す
るや否や定期的にこれらを分離し、これにより一連の箱の束を形成する。次に、機械はパ
ック詰めを行い、一般には２束などの数を減らした束を多少複雑な方法で積み重ねる。最
後に、ストラップ処理によって梱包を完了し、この動作中、各パックを構成する箱が１本
又は複数本の紐で互いに固定される。その後、ストラップ処理されたパックは、取り扱い
及び／又は保管に便利なようにパレットに載せることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、フォルダーグルアとパッキング機の組み合わせには、特にパッキング機
を完成品に対して動作させる必要がある場合に品質管理性能が一致しないという不都合が
ある。すなわち、これらの２種類の機械を連結すると、その性質上、完成品のサンプルを
事実上パッキング機の出口でしか容易に収集できなくなる。残念ながら、このような動作
にはオペレータの介入が必要であり、オペレータがパックを収集するために手動介入を行
い、箱をまとめている個々の紐をほどいた後でスタックから１又は複数のサンプルを取り
出さなければならない。その後、オペレータは、開いたパックに補充を行い、再びストラ
ップ処理してから流れに戻すことによってパックを再利用する必要もある。
【０００８】
　また、各々が所与の数の平板物体で構成された一連の束を形成するための集計及び分離
手段と、各々が束の特定の集合により構成された一連のパックを形成するための組み立て
手段とを備えた平板物体の梱包機における、特に実施を真に容易にすることにより先行技
術に関連する課題を回避するように意図されたサンプル収集方法を提案することも、本発
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明の目的により解決すべき技術課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、根本的な技術課題を解決するための手段として、
－　集計及び分離手段を用いて、所与の数の平板物体で構成されたサンプル束を形成する
段階と、
－　このサンプル束を組み立て手段によって収集する段階と、
－　このサンプル束を組み立て手段によって専用の回収領域に移動させる段階と、
を含む収集方法が提供される。
【００１０】
　このように記載する本発明には、梱包機において完成品の自動サンプリングを行うこと
ができるが、梱包工程自体には干渉しないという利点がある。この自動化により、面倒な
手動作業を省くことができる。また一方、収集作業に正確性、迅速性及び信頼性も与えら
れる。
【００１１】
　従って、本発明の原理は、梱包機の主要構成部分のいくつかを利用することにより、す
なわち各サンプルを分離するための集計及び分離手段と、これらのサンプルを取り出して
適切な位置に移動させるための組み立て手段とを利用することによりサンプルを収集する
ことである。このような収集方法では、特別な手段を使用する必要はなく、梱包機を異な
る形で利用するだけでよい。これにより本発明の実施がさらに容易になる。
【００１２】
　本発明は、平板物体をパック詰めした後に集計して束に分離し、その後この平板物体の
束を構成して組み立てることができるあらゆる梱包機に適用可能である。このことは、本
発明が、特にパック詰め後に１又は複数の他の補助動作を行うことができるあらゆる梱包
機にも関することを意味する。具体的には、これらの梱包機は、本発明を説明するために
後述する例示的な実施形態のように、パックを構成した直後にストラップ処理／ストリン
グ処理／バンド処理する梱包機とすることができる。しかしながら、これらの梱包機は、
フィルム包装する準備、及び／又は何らかの種類のコンテナに入れる準備ができている最
終段階にパックを運ぶ機械を含むこともできる。
【００１３】
　本発明の１つの特徴によれば、この梱包機は、平板物体の製造機の直ぐ下流で機能する
ように意図されたものであり、収集方法は、
－　サンプル束を形成する段階の前に、平板物体の製造機の動作速度を落とす段階と、
－　サンプル束を収集する段階の後に、前記製造機の速度を最初の動作速度に戻るように
高める段階と、
をさらに含む。
【００１４】
　梱包機が製造機に直接関連する場合、この梱包機は、システムの動作速度に関してその
制限要素を構成することが知られている。このことは、フォルダーグルアで作製された折
り畳み箱型の平板物体を梱包するために梱包機を使用する場合に特に当てはまる。従って
、梱包以外の機能、すなわちサンプルの収集を行うために一時的に梱包機を使用しなけれ
ばならない場合に製造機の速度を落とすことは非常に適切であると理解することができる
。当然ながら、このことは、製造機がその通常の動作速度に戻るためには製造機の速度を
上げなければならないことを意味する。このような動作は、同時に又は後から、又はサン
プル束を移動させる段階で、又はこのサンプル束を定置させる段階で行うことができる。
【００１５】
　本発明の目的である収集方法は、とりわけ品質管理過程を適用する目的でサンプリング
作業を行うことを意図されたものであり、各サンプル束は１又は複数の物体で構成するこ
とができると理解されたい。この前提の下、収集は、定期的に、すなわちｘ個の物体全て
に対してランダムに行うことも、或いは要求時に明示的に行うこともできる。
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【００１６】
　しかしながら、不適合な物体を検出して排除することに関する過程との関連で、廃棄物
を排出するために本発明による収集方法を有利に利用することもできると規定することが
重要である。この場合、収集は、不適合が生じた場合にのみ行われ、当然ながら不適合と
識別された物体に対してのみ行われる。
【００１７】
　さらに、本発明のさらなる特徴によれば、この収集方法は、
－　梱包機の上流の任意の不適合な平板物体を検出する段階と、
－　各不適合な平板物体にマーキングする段階と、
－　梱包機の入口において各不適合な平板物体を識別する段階と、
－　各マーキングされた平板物体をサンプル束の形で収集する段階と、
をさらに含む。
【００１８】
　従って、この特徴は、本発明の特定の用途、すなわち廃棄物の排出に関する。この場合
の原理は、梱包機の上流で検出された任意の不適合な物体を取り出して除去するために本
発明による収集方法を実施するものである。この点において、検出動作は、平板物体の製
造の完了前に行うことも、又は完了後に行うこともできる。
【００１９】
　平板物体が、フォルダーグルアで作製された折り畳み箱である場合、各箱の外面の完全
性の制御を一気に行えるように、未だ用紙の折り曲げ及び接着が行われていない時に用紙
のレベルで検出を行うべきであることが好ましい。一般に、不適合の理由は、接着剤の不
足、不十分な印刷品質、又は折り曲げの失敗である。検出及びマーキングは、フォルダー
グルアのレベルで直接行うことが有利である。
【００２０】
　実際には、検出すべき各欠陥タイプに適合されたセンサを利用して検出を行うことがで
きる。一方、マーキングは、ＵＶ光の下でしか見えない液体物質を各不適合な箱に噴霧す
ることにより行うことができる。また一方、既にマーキングされた各不適合な箱の識別は
、これらの箱が梱包機に入って直ぐに行うことができる。最終的に、本発明を実施するこ
とにより、各マーキングされた箱の排出は、単純な収集により、すなわち梱包過程に干渉
することなく、又はサンプルに損傷を与えることなく行うことができる。
【００２１】
　引き続き、廃棄物の排出を行うために本発明による方法を実施するという前提において
、検出段階によって複数の連続する不適合な平板物体が検出された場合、これらの不適合
な平板物体を１回の動作で同じサンプル束で収集することにより収集段階を構成できるこ
とが有利である。
【００２２】
　当然ながら、より一般的には、本発明は、上述した収集方法を実施できる任意の梱包機
に関する。
【００２３】
　本発明は、以下の説明の過程で明らかになる、単独で、或いはこれらの全ての考えられ
る技術的組み合わせで考慮しなければならない特徴にも関する。
【００２４】
　否限定的な例として行う以下の説明は、本発明をより良く理解できるようにするととも
に、本発明をいかにして実現できるかを示すことを意図するものである。以下、添付図面
を参照しながさらに説明を行う。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】集計及び分離モジュール、組み立てモジュール及びストラップ処理モジュールで
構成された、本発明によるサンプル収集方法を実施できる平板物体パッキング機を示す図
である。
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【図２】図１に示すパッキング機を構成する集計及び分離モジュールを高度に図式化した
形で示す図である。
【図３】サンプル収集方法の最後における組み立てモジュールと集計及び分離モジュール
との相互作用を上方から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図を明確にするために、同じ要素は同じ参照番号で示す。また、ここでは本発明の理解
に不可欠な要素のみを、寸法を考慮せずに図式化した形で示す。
【００２７】
　図１に、折り畳み箱型の平板物体２のパッキング機を示す。この梱包機１は、特にフォ
ルダーグルア１００から到着する折り畳み箱２の連続流を、取り扱い及び備蓄が容易な一
連のストラップ処理したパックに変換するように設計される。梱包機１は、フォルダーグ
ルア１００の直ぐ下流に位置して、集計及び分離手段１０、組み立て手段２０及びストラ
ップ処理手段３０がそれぞれ相互依存モジュール１１、２１、３１の形で配置されたモジ
ュール構造を呈する。
【００２８】
　具体的には、集計及び分離モジュール１１は、各々が所与の数の箱２で構成された一連
の束４、５を形成する役割を担う。実際には、この集計及び分離モジュール１１は、箱２
を１つずつ集計し、これらが明確に定めた数に達するとすぐに組に分離し、これにより互
いにバラバラにされた一連の箱４、５の束を形成する。
【００２９】
　一方、組み立てモジュール２１は、各々が箱４、５の束の所定のスタックによって構成
された一連のパックを形成するように意図される。ここでは、集計及び分離モジュール１
１の出口において箱４、５の各パックを個別に収集し、これをストラップ処理モジュール
３１の入口に移動させ、数を減らした片割れと共に多少複雑な方法で積み重ねてパックを
形成することによってこのような結果が得られる。
【００３０】
　ストラップ処理モジュール３１の存在は、梱包機１が、より正確にはパッキング機１が
、互いに付着した積み重なった箱２を各々が含む一連のストラップ処理したパックを形成
するように意図されているという事実に由来する。実際、各パックのストラップ処理は１
本又は複数本の紐によって行うことができ、その種類及び位置は、あらゆる望ましい形で
選択することができる。
【００３１】
　ほんの一例として選択したこの実施形態では、集計及び分離モジュール１１が、比較的
従来型の構造を呈する。その動作特性を図２に示す。
【００３２】
　この高度に図式化した図には、まずモジュール１１がフォルダーグルア１００によって
直接供給を受けることを示している。実際には、折り畳まれた箱２は、所与の速度ｖ１で
回転するフォルダーグルア１００の受け取りコンベア１１０によって集計及び分離モジュ
ール１１への入口に層の形で運ばれる。
【００３３】
　受け取りコンベア１１０の下流先端には、同様に速度ｖ１で回転する上部コンベア１２
０が設置される。この上部コンベア１２０は、横軸１２１に対して枢動自在に取り付けら
れ、重力により絶えず揺れるように下向きに駆動されて、層３をフォルダーグルア１００
の出口に送るように受け取りコンベア１１０と相互作用しながら、層３を構成する様々な
箱２の相対的位置を均一にする。
【００３４】
　箱２が集計及び分離モジュール１１の入口に到着すると、この時点において速度ｖ１で
移動している下部輸送コンベア１２が箱２の搬送を請け負う。この時、箱２が速度ｖ１で
通過すると、層の真上に位置するレーザーセル１３が、パック４、５を構成するために箱
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２の集計を行う。
【００３５】
　レーザーセル１３のわずかに下流には、層３を一連の束４、５に分割する機能を有する
分離器１４が位置する。分離器１４は、この分割を行うために、一方では既に集計が完了
したパック４の最後の箱と集計中の新たなパック５の最初の箱との間に最終的に割り込む
ようになるまで層３に向かって下降できるように、初めに垂直移動（矢印ｆ１）可能に取
り付けられる。また一方、分離器１４は、一方では集計中のパック５の移動に同伴し、他
方では先行するパック４の除去中にこのパック５を保持できるように箱の移動方向と平行
に水平移動（矢印ｆ２）可能にも取り付けられる。
【００３６】
　実際には、分離器１４は、新たなパック５の全集計時間中に分離器１４を速度ｖ１で前
進させるようにプログラムされた駆動システム１５に接続される。従って、分離器１４は
、輸送コンベア１２の通過速度が速くなった場合にパック５を保持することができる。実
際には、輸送コンベア１２の速度をｖ１よりも大幅に速い速度ｖ２まで瞬間的に高めるこ
とにより、完了したパック４の除去が行われる。この時、集計中のパック５の前方に依然
として存在する分離器１４は、パック５が速度ｖ２で回転するコンベア１２上に載ってい
るにもかかわらずパック５を速度ｖ１に維持できるようにする移動当接部の役割を果たす
。
【００３７】
　輸送コンベア１２の出口の上方には、完了したパック４の通過の終端を検出するために
センサ１６が設置される。除去が確認されると、輸送コンベア１２は速度ｖ１に戻る。同
時に、駆動システム１５は、分離器１４を持ち上げるために分離器１４をその最初の位置
に素早く戻してから、再び次の分割すべき２つの束４、５間に割り込むまで分離器１４を
降下させる役割を果たす。
【００３８】
　図１及び図３で明確に理解できるように、組み立てモジュール２１は、箱２の各パック
を取り扱うために、自由端にフォークグリッパ２３が連結されたロボットアーム２２を使
用する。
【００３９】
　集計及び分離モジュール１１から排出される箱２は、パッキングされるようになってい
る標準パックを構成するか、それとも検査のために分離されるように意図されたサンプル
束を構成するかに関わらず、図１による輸送コンベア１２の出口にグリッパ２３を直接位
置付けることにより収集される。実際には、グリッパ２３が降下した時にパック４を構成
する全ての箱２が交互に垂直に積み重なることにより、これらの箱２がグリッパ２３のフ
ォーク２４の間に集められる。
【００４０】
　箱２がフォークグリッパ２３によって完全に把持されると、パック４、５の行き先はそ
の種類によって決まる。実際には、標準的な束の場合に箱２がストラップ処理モジュール
３１の入口に移動されるように意図されている場合、これらの箱は、この場合サンプル束
として、図３による専用の回収領域４０の所まで移動されるように意図される。
【００４１】
　図１には、この例示的な実施形態において、ストラップ処理モジュール３１が、標準的
な箱の束がパックの形で積み重ねられる組み立てテーブル３２、各パックを構成する箱を
結合する役割を担うストラップ処理機３３、及びストラップ処理されたパックが利用可能
になる受け取りテーブル３４で主に構成されることをさらに示している。
【００４２】
　本発明の１つの特徴によれば、梱包機１が、各収集されたサンプルのパックを受け取る
ように意図された回収領域４０を含む。この回収領域４０は、オペレータ又は他の何らか
の追加の機械装置がアクセスできるようにするために、箱２が梱包機１の内部を通過する
経路から離れた専用の場所である。
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【００４３】
　図３で明確に理解できるように、この回収領域４０は、梱包機１のレベルに配置される
。実際には、回収領域４０は、集計及び分離手段１０のレベルに位置し、この特定の例で
は集計及び分離モジュール１１の上方に位置する。このような近接性は、とりわけ梱包機
１のコンパクト性を保つように意図したものであるが、例えば、図１～図３の例示的な実
施形態に示すように、ロボットアーム２２の移動の振幅を制限することにより梱包機１の
作業上の安全性を最適化することもできる。
【００４４】
　特に有利な態様では、回収領域４０が、水平に対して傾斜した受け取り面４１を備える
。この特徴の目的は、サンプル束４、５を回収領域４０の最下部に向けて自動的に移動さ
せるために重力を利用することにある。究極の目的は、サンプル束４、５を構成する箱の
形態又は形状に関わらず、常に同じ場所でサンプル束４、５にアクセスできることを保証
することである。これにより、オペレータがサンプルを除去しようとして近づいた時に、
梱包機１の任意の可動装置から距離を保つことにより、オペレータを安全な状態に保つ機
会がさらに提供される。
【００４５】
　受け取り面４１の傾斜は、オペレータの側、すなわち集計及び分離モジュール１１の、
梱包機１のオペレータが通常移動する側の方に向いていることが好ましい。
【００４６】
　本発明のさらなる有利な特徴によれば、回収領域４０が、重力の影響であらゆるサンプ
ル束４、５が傾斜した受け取り面４１に沿って滑り落ちるのを防ぐことができる当接部４
２を備える。しかしながら、この当接部４２は必須ではなく、サンプル束４、５の受け取
りはオペレータによっても非常に良好に行うことができると理解されたい。
【００４７】
　受け取り面４１は、サンプル束４、５が重力によって当接部４２に向かって滑るのに好
都合な表面を呈することが好ましい。実際には、例えばボールプレート又はローラープレ
ートによってこのような受け取り面４１を構成することができる。
【００４８】
　この特定の実施形態では、組み立て手段２０が、取り扱うべき箱の各パック４、５を把
持するためにフォークグリッパ２３を利用する。この結果、この例では、回収領域４０が
、ラック４３を形成する複数の平行ピン４４を有利に備える。これらのピン４４は、グリ
ッパ２３がピン４４に対し実質的に平行な動きに従ってラック４３の真上に降下した時に
、グリッパ２３のフォーク２４を通過させるように設計される。しかしながら、このアセ
ンブリは、グリッパ２３がピン４４に対し実質的に垂直な動きに従って回収領域４０から
後退している最中に、これらのピン４４がサンプル束４、５を保持するようにも構成され
る。
【００４９】
　図３で明確に理解できるように、この例示的な実施形態のラック４３は、受け取り面４
１に対して実質的に垂直に上向きに延びる複数の平行ピン４４で物理的に構成される。こ
れらのピン４４間の間隔は、グリッパ２３のフォーク２４を分離する間隔に適合して、こ
れらの２種類の要素が相互作用すると一定の相対的移動度が存在するようになる。
【００５０】
　この結果、グリッパ２３をラック４３の真上に降下させることによって、すなわち受け
取り面４１に対して実質的に垂直な並進移動に従ってフォーク２４の当接部分をピン４４
の間に通すことによってサンプル束４、５を回収領域４０上に置くことができ、この時、
グリッパ２３の本体及びフォーク２４の遠位部がラック４３の両側にそれぞれ位置するよ
うになる。一方で、グリッパ２３の後退は、ラック４３に対して実質的に垂直な方向、す
なわち受け取り面４１に対して平行な方向に移動することによって行われる。ピン２４と
の関連で、フォーク２３が後退すると、パック４、５が受け取り面４１上に定置されるよ
うになり、ピン２４は、その保持手段としての完全な役割を果たすことができる。なお、
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この直後には、これらの同じピン４４が別の機能、すなわちサンプル束４、５が当接部４
２の方に滑る間の横方向ガイドを構築するという機能を実行する。

【図１】 【図２】

【図３】
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